
 

第２章 持続的成長に向けた労働の役割 

 

 我が国の景気は、消費税率引上げに伴う下押しを受けつつも、総雇用者所得が底堅

く推移していることが、景気の回復基調を支えてきた。この背景として雇用者数の着

実な増加と、賃金の緩やかな上昇傾向が挙げられるが、今後もこうした動きを持続さ

せていかなければならない。長い目でみても、人口減少というトレンドの下で我が国

の潜在成長率を高めるために、雇用者数を確保することの重要性は増している。さら

に、デフレ脱却への動きを確かなものとしていくために、賃金が物価の上昇を上回っ

て持続的に上昇していく経済を実現する必要がある。 

こうした問題意識の下、第２章では、我が国の持続的な成長に向けた労働の役割に

着目して、労働力と賃金の両面について、最近の動向と課題を検討する。第１節では、

労働参加と失業率の動向から労働力の確保に向けた課題を検証する。第２節では、賃

金に影響を及ぼす要因として、労働需給、生産性との関係を整理していく。 

 

第１節 労働力の確保に向けた課題 

 

 本節では、労働が経済成長に果たす役割を概観した後、雇用者数の現状と先行きに

ついて検討する。具体的には、雇用者数に影響を与える要因として、労働参加と失業

率を取り上げる。労働参加については、属性別の労働力率の動向や、最近、労働参加

が拡大している背景を考察する。失業率については、構造失業率からみた最近の失業

率の評価、ミスマッチの動向の点検の後、完全失業者以外の労働力の未活用の状況も

確認することなどによって、多面的な労働需給の評価を試みる。 

 

１ 労働参加の動向 

 

 2012 年末以降の景気回復局面においては、雇用者数がはっきりと増加してきた。

ここでは、こうした雇用者数の増加の要因を、労働参加と失業率の要因に分解するこ

とで、それぞれの影響を確認する。その後、労働参加をめぐる循環的・構造的な背景

を確認し、先行きの展望を考察する。 

 

（経済成長を高めるためには、就業者数の増加と労働生産性の上昇が重要） 

 最初に、経済成長において労働がどのような役割を果たすのか、成長会計を用いて

概観しておこう。 

我が国の長期的な潜在成長率の動向をみると、1990 年代前半の２％超から、2000

年代後半以降は１％未満へと低下してきた（第２－１－１図（１））。潜在成長率を要



 

因分解すると、資本投入や全要素生産性（ＴＦＰ）の伸びが低下傾向であることに加

えて、特に 2000 年代以降は、就業者数の減少による下押し寄与が大きくなっている。

この背景として生産年齢人口（15～64 歳）が既に 1996 年から減少に転じていること

が挙げられる（第２－１－１図（２））。先行きについても、長期にわたって生産年齢

人口の減少が続くことが、就業者数の減少を通じて潜在成長率を下押ししていくこと

が見込まれる。このため、我が国の潜在成長率を高めていくためには、人口の減少ペ

ースを緩やかにする取組1のほか、構造的な労働参加の拡大や失業率の低下を促して

いくことによって、長期的な就業者数の減少を抑制していくことが求められる。この

点は、主に第１節で検討していく。 

他方、国民一人一人の生活水準を向上させるという観点からは、一人当たりＧＤＰ

成長率を高めていくことも重要である2。そこで、一人当たりＧＤＰ成長率を要因分

解してみると、これまで一人当たりＧＤＰ成長率の上昇に決定的な影響を及ぼしてき

たのは労働生産性の寄与であるが、その伸びは長い目でみると縮小傾向にあることが

分かる（第２－１－１図（３））。労働生産性には、ＴＦＰのほか、労働の質などが影

響を与える。技術革新や企業の新陳代謝、労働者の熟練の蓄積などを進めていくこと

によって、労働生産性を引き上げていくことの重要性が示唆される。労働生産性の向

上については、本章の第２節で検討していく。 

なお、その他の要因の動きも確認してみると、少子高齢化の進展による生産年齢人

口比率の低下によるマイナス寄与が、1990 年代後半より拡大している。これは、生産

活動に従事し得る人口が相対的に減少する中で、生み出された付加価値の一人当たり

の分配が少なくなることを表している。一方、就業率要因は 2006～12 年においては

プラス寄与がかなり大きく、生産年齢人口比率要因の下押しを相当程度、相殺してい

る。したがって、労働参加の拡大は、マクロのＧＤＰ成長率のみならず、一人当たり

ＧＤＰ成長率を高める上でも有効である。この間、労働時間要因は継続的にマイナス

に寄与している。1990 年代前半における労働時間の大幅な減少の要因としては週休

二日制の導入などが挙げられるが、その後も継続してみられる労働時間の減少は、女

性や高齢者を中心として短時間労働者の割合が上昇していることが影響している。短

時間労働者の労働参加の拡大は、一人当たりＧＤＰ成長率の伸びを抑制する効果があ

るが、多様な働き方を求める中で、短時間だからこそ就業する人がいることにも留意

が必要である。 

                                                  
1 政府は、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（平成 26 年６月 24 日）において、2020 年を
めどに「人口急減・超高齢化」のトレンドを変えていくことで、50 年後にも１億人程度の安定

的な人口構造を保持することを目標として掲げている。 
2 ただし、マクロのＧＤＰ成長率が、一人当たりＧＤＰ成長率にも影響を与え得る点には留意が
必要である。例えば、人口減少が研究開発投資の減少を通じて技術進歩率を低下させる効果が

挙げられる。内閣府（2008）、平田（2012）を参照。 
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第２－１－１図 経済成長における労働の役割 

経済成長を高めるためには、就業者数の増加と労働生産性の上昇が重要 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）潜在成長率の寄与度分解 （２）総人口・生産年齢人口の推移 

（３）一人当たり実質ＧＤＰ成長率の寄与度分解 
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（女性や高齢者の労働参加の拡大等により就業者数は増加） 

 前述のとおり、生産年齢人口は 1996 年から既に減少に転じており、我が国の労働

投入に対する継続的な下押し要因となっている。しかしながら、2012 年末以降の景

気拡張局面においては、それまでの景気拡張期に比べても、雇用者数の増加が顕著で

あった3。こうした雇用者数の増加は、名目総雇用者所得の増加に大きく寄与してお

り、マクロでみた所得形成を支えてきた。 

就業者数4の増減は、人口動態の変化とともに、労働力率5や失業率の変化によって

影響を受ける。特に、既に生産年齢人口が減少している我が国においては、労働力率

と失業率の改善は、就業者数が増加するために不可欠な要素である。そこで、これま

での就業者数の変化を、各要因に分解してみると（第２－１－２図（１）、（２））、以

下のような特徴を指摘できる。 

第一に、15～64 歳については、男女共に、人口の減少（人口要因）が継続的にマイ

ナス寄与となっている6。こうした中で、女性においては労働参加の拡大（労働力率要

因）のプラス寄与が 2012 年頃から拡大し、人口要因のマイナス寄与を大きく上回っ

たことから、就業者数が増加している。一方、男性においては、労働力率要因のプラ

ス寄与が大きくないことなどから、人口要因のマイナス寄与を相殺できず、就業者数

は減少している。ただし、その減少幅は、2013 年頃から、失業率の低下（失業率要

因）や労働力率要因のプラス寄与の拡大により、やや縮小している。 

第二に、65 歳以上の高齢者では、男女共に、人口要因に加えて労働力率要因がプラ

スに寄与する結果、就業者数の増加幅が拡大している。 

以上のように、2012 年末以降の景気拡張局面における就業者数の増加の背景には、

女性や高齢者の労働参加の拡大が大きく寄与していた。加えて、失業率の低下も、男

性を中心に、就業者数の下支えに寄与した。 

 

 

 

 

 

                                                  
3 1990 年代以降の過去４回の景気拡張期と比較すると、2012 年末以降の景気拡張局面では雇用

者数の増加ペースが最も速い（内閣府（2014a））。 
4 ここでの分析では、雇用者に自営業者・家族従業員を加えた就業者を対象としている。なお、
我が国では、自営業者・家族従業員の占める割合は小さいほか、中長期的にみて減少傾向にあ

る。 
5 15 歳以上人口に占める労働力人口の割合。 
6 2012 年以降、人口要因のマイナス寄与が拡大しているが、これは団塊世代（1947～49 年生ま
れ）が 65 歳以上の年齢階層に移動しているためである。 



 

第２－１－２図 就業者数の増減要因の分解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性や高齢者の労働参加の拡大等により、就業者数は増加 

（１）男性就業者数の増減要因 

（２）女性就業者数の増減要因 

（備考）１．総務省「労働力調査」により作成。 
    ２． 
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（女性の労働力率は趨勢的に上昇、男性は 25～44 歳の動きが鈍い） 

最近の労働力率の変化が就業者数に与える影響は、性・年齢の属性別に異なること

が確認された。ここで、属性別の労働力率の長期的な傾向も確認しておこう（第２－

１－３図（１））。 

まず、男性についてみると、年齢階層によって、労働力率の動向に違いがみられる。

45～64 歳、65 歳以上の労働力率は、2012 年末以降の景気拡張局面で上昇している。

これらの階層では、雇用情勢が改善（悪化）すると、労働供給を増加（減少）させる

傾向が比較的強いためとみられる。例えば、雇用情勢が改善すると、職探しを諦めて

いる求職意欲喪失者が労働市場に参入するため、求職意欲喪失者の減少・労働力人口

の増加をもたらすと考えられるが、当該階層においては過去の実績をみてもこうした

関係が比較的はっきりと確認できる（付図２－１（１））7。他方、25～44 歳の労働力

率をみてみると、2012 年末以降、高水準ながら、ほぼ横ばいで推移している。長い目

でみると、25～44 歳の労働力率は小幅低下しているが、これに対応して、無業者（非

労働力人口のうち家事も通学もしていない者）8の比率が上昇傾向にある（第２－１

－３図（２））。無業者が人口に占める割合は必ずしも高くないものの、2012 年末以降

の景気拡張局面においても目立った低下をみせておらず、今後の動向には留意が必要

である。 

次に、女性の労働力率をみると、男性に比べて低い水準にあるものの、25～44 歳や

45～64 歳ではすう勢的にしっかりとした上昇傾向をたどっている。また、労働力人

口と求職意欲喪失者との関係をみると、男性のような逆相関の関係はみられず9、求

職意欲喪失者を増減させるような雇用情勢の変化以外の要因が、労働力率に大きく影

響しているとみられる。例えば、すう勢的な社会進出の拡大や、家計補助を目的とし

た労働参加等が考えられる。 

 

 

 

                                                  
7 なお、労働力人口の増減は、求職意欲喪失者の増減によってのみ説明できるものではない。求

職意欲喪失者の増減以外の要因（その他要因）が労働力率に与える影響が大きいことは、全て

の性別・年齢階層において確認できる（付図２－１（２））。その他要因が、求職意欲喪失者要

因と高い連動性をもっているかどうかが、属性によって異なっている。 
8 なお、15～34 歳の年齢層における無業者は若年無業者（いわゆるニート）とされているが、

この若年無業者の比率は東日本大震災によってデータが得られなかった期間を考慮しなけれ

ば、2012 年央以降、明確に低下しており、直近では 2009～10 年頃と同程度の水準になっている

（付図２－２（１））。25～44 歳の無業者と若年無業者の水準感のかいりは、無業者比率が特に

低下している 15～24 歳が含まれていないことの影響が大きい（付図２－２（２））。 
9 女性・25～44 歳では、労働力率と求職意欲喪失者の間には正の相関関係がみられる。これ

は、求職意欲喪失者の増減以外の要因（その他要因）が、労働力率を押し上げる効果が、長い

目でみて大きくなっているためである。 



 

第２－１－３図 属性別にみた労働参加をめぐる動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内需の拡大等に伴い、非製造業を中心に雇用者数が増加） 

 特に女性や高齢者を中心に労働参加が進んできたことが、最近の就業者数の増加の

一因であることをみてきた。こうした労働供給の増加に対して、需要面の裏付けがあ

ったからこそ、失業率は悪化せず、就業者数の増加に結び付いたと考えられる。そこ

で、どのような産業・分野において労働需要が増加したのかをみてみよう。 

まず、実際にどのような産業で雇用者数が増えたのかをみてみると、2013 年から

14 年にかけて、医療・福祉、宿泊・飲食、卸売・小売など非製造業を中心に雇用者数

が増加している（第２－１－４図（１））。特に、医療・福祉の増加の寄与が大きいが、

これは高齢化による社会福祉サービス拡大の影響を強く受けていると考えられる。属

性別に産業別の雇用者数の変化をみてみると、先にみた雇用者数の増加のほとんどは、

女性の労働力率はすう勢的に上昇、男性は 25～44 歳の動きが鈍い 

（１）労働力率の推移 

（２）無業者の動向（25～44 歳） 
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女性によって実現されていることが分かる。なお、65 歳以上の高齢者をみると、製造

業や建設業の雇用者数も増加しているが、これは、男性・15～64 歳の雇用者数の減少

を相殺するかたちとなっている。前述のとおり、男性・15～64 歳については、人口減

少の影響を強く受けて雇用者数が伸び悩んでいる。これによる労働者の不足を高齢者

の活躍によって埋め合わせているものと評価できる。 

次に、労働需要の変化を、最終需要の動きから整理してみよう。平成 17 年産業連

関表から雇用誘発係数を算出し、労働需要に与える影響（雇用誘発）を推計してみる

と10、民間最終消費支出や総固定資本形成を始めとする内需の強さを背景として、雇

用誘発がかなり大きかったことが確認できる11（第２－１－４図（２））。産業別の雇

用誘発係数をみると、民間最終消費支出では商業やサービス、総固定資本形成では建

設業への影響が大きい（付図２－３（１））。先にみたような宿泊・飲食、卸売・小売

での雇用者数の増加は、こうした最終需要の増加を受けたものと考えられる。一方で、

建設業の雇用者数は、労働需要の増大にもかかわらず全体としては伸び悩んできたこ

とから、他産業と比べて労働需給がひっ迫化する度合いが大きかったと考えられる12。 

  

第２－１－４図 雇用者数増加の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
10 推計された雇用誘発と実際の雇用者数の増減は、①需要に対する供給の過不足のほか、②

2005 年時点の雇用誘発係数を基に推計しているため、2005 年以降の経済構造の変化を反映して

いないこと、③生産活動の変化に伴う労働需要の増減を、企業が雇用者数ではなく労働時間

（所定外労働等）で調整すること等によって、かいりするため、幅を持ってみる必要がある。 
11 2005 年第１－３月期を始点とすると、誘発雇用者数と実際の雇用者数のかいりが 2013 年以降

拡大傾向にあり、リーマンショック前と比較しても大きい。労働生産性の改善も緩やかである

ことから、労働需給はかなりタイトになっているとみられる（付図２－３（２）、（３））。 
12 経済財政諮問会議（平成 26 年 11 月４日）配布資料「社会資本整備について」では、建設投

資額はピーク（平成４年度）から約４割減少しているのに対し、建設技能労働者は約２割の減

少にとどまっており、技能労働者は絶対数としては不足していないとしている。 

内需の拡大等に伴い、非製造業を中心に雇用者数が増加 

全体 女性 65 歳以上 
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（建設・運輸等では女性の活用が進んでおらず、経験者も不足気味） 

 最終需要から推計される誘発雇用者数の増減と、実際の雇用者数の増減を主要な業

種について比較することにより、供給面の問題点を考察してみよう。この２年間で、

誘発雇用者数は全ての業種で増加しているが、実際の雇用者数は業種によって異なる

動きをみせている13（第２－１－５図（１））。特に、建設と運輸では、雇用者数が減

少しており、推計される誘発雇用者の増加とは逆の動きになっている14。この背景の

一つには、女性の活用の度合いが低いことが挙げられる。女性が就業者全体に占める

割合を業種別にみると、建設業と運輸業,郵便業は、全産業平均を大きく下回ってい

る（第２－１－５図（２））。両業種では、近年の女性の労働参加の拡大の恩恵を受け

るためには、女性の入職を促すような就労環境の整備等が求められる。加えて、特に

建設業では、必要な経験・スキルを有する労働力の数が少なくなっている。職業別の

失業率をみると、建設・採掘従事者の失業率は、ここ数年において低下の度合いが大

                                                  
13 2005 年時点の経済構造を前提とした推計値であり、幅を持ってみる必要がある。例えば、サ
ービスの実際の雇用者数が、推計された誘発雇用者数を上回って増加しているのは、高齢化に

よる医療・福祉分野の拡大の影響を強く受けているためとみられる。また、製造業について

は、輸入浸透度の上昇（第３章第１節を参照）により、誘発雇用者数が減少している可能性が

ある。 
14 建設業の就業者数は２年前の水準を下回っているが、前年比では増加しており、供給面での
制約が緩和する兆しもみられる。 

（２）雇用者数増加を支える需要面の動向
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（備考）１．総務省「労働力調査」、「平成 17 年（2005 年）産業連関表」、内閣府「国民経済計算」に
より作成。 

    ２．（１）に関し、労働力調査では、2013 年１月以降、労働者派遣事業所の派遣社員を派遣先の 
各産業に分類している。全体については、総務省により補正して算出された前年同月増減を用 
いて前年差を算出した。女性及び 65 歳以上については、総務省の補正方法に準じて算出した 
内閣府試算値。また、2014 年は、11 月までの平均値。 

    ３．（２）は、産業連関表及び国民経済計算を用いて、ＧＤＰ需要項目別に各期の誘発雇用者 
数を試算したもの。また、2005 年時点の生産誘発係数を用いており、2005 年以降の構造変化を 
反映していないことには留意が必要である。また、輸出は、2014 年１月に国際収支統計がＩＭＦ
国際収支マニュアル第６版に移行したことから、統計上の不連続がある。 



 

きい（第２－１－５図（３））。ここでの失業率は、前職がその職種であった失業者を

分子としているため、失業プールの中に経験者がどの程度いるのかを測る指標と解釈

できる。言い換えると、失業率が低い場合には、例え賃金を上げたとしても必要な経

験・スキルを有する労働力を失業プールの中から調達することが困難となるため、未

経験者を採用・育成するといった取組が重要となる。中長期的な観点から人材を確保・

育成していくため、息の長い取組が求められる15。 

 

第２－１－５図 業種別にみた供給面の制約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
15 建設業に関しては、特に公共工事では時期によって繁閑の差が大きいという季節性があるた

め、工事の時期の分散化といった取組を進めることも、労働需給のひっ迫の緩和に寄与する可

能性がある。 

建設・運輸等では女性の活用が進んでおらず、経験者も不足気味 

（１）業種別の雇用者数と誘発雇用者数

（２）産業別の女性の就業者割合（2013 年平均）
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（３）職種別の失業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（女性や高齢者の労働参加のトレンドを更に強化する取組が重要） 

 我が国の労働力を中長期的に確保していくためには、労働力率の引上げ余地の大き

い女性や高齢者の労働参加を引き続き促していくことが重要である。我が国では、構

造的な労働参加の拡大が、就業者数を増加させる効果は大きい。例えば、女性のＭ字

カーブの解消が図られた場合（30～40 歳代の就業率が５％程度上昇）には就業者数

が約 95 万人増加し、65 歳以上の高齢者が働きたい希望年齢まで働く場合、就業者数

が約 96 万人増加すると試算される16。これまでの女性や高齢者の労働参加拡大のト

レンドを更に強化していくために、働き方に中立的な制度の構築、保育施設の整備、

柔軟な働き方が認められる職場環境づくり、ワークライフバランスの向上、女性の管

理職比率の引上げなど、様々な施策を着実に実施していくことが求められる。また、

建設のように、一部の業種では、失業プールからの人材の採用が困難化していると考

えられることから、中長期的に労働力を確保するため、若年層や女性の入職を促進す

るための取組を速やかに進めていくことが求められる。 

 短期的には、このところ景気に弱さがみられることから、求職意欲の減退によって

労働力率が低下する可能性もある。加えて、女性は労働供給の弾力性（賃金が上昇し

                                                  
16 内閣府（2014b）を参照。 

（備考）１．総務省「労働力調査」、「平成 17 年（2005 年）産業連関表」、内閣府「国民経済計算」
により作成。 

    ２．（１）は、産業連関表及び国民経済計算を用いて、ＧＤＰ需要項目別に各期の誘発雇用 
者数を試算したもの。また、2005 年時点の生産誘発係数を用いており、2005 年以降の構造 
変化を反映していないことには留意が必要である。 
 

 
    ３．（３）の失業率＝ 
                               
 
      各年７－９月期の後方４四半期移動平均。雇用者には役員を含まない。 
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たときに労働供給がどの程度増えるかを示す値）が大きいということが知られており

17、賃金の動向も重要であると考えられる18。経済の好循環・デフレからの脱却を確か

なものとすることで、労働需要の増加や賃金の上昇につなげていくことが重要である。 

 

  

                                                  
17 例えば、黒田・山本（2007）。 
18 女性の賃金は、2013 年までいずれの雇用形態でみても上昇してきた（付図２－４）。 



 

２ 労働市場の需給動向 

 

我が国の完全失業率は 2014 年央には３％台半ばとなり、2007 年央以来の低い水準

にまで低下している。労働力人口が変わらないと想定した場合に、更に就業者数を増

加させるためには失業率を引き下げなければならない。そのためには構造失業率を高

める一因となるミスマッチの動向を確認しておく必要がある。さらに、失業者以外の

労働力の未活用の状況を検証することなどによって、労働市場の需給動向を多面的に

評価していく。 

 

（完全失業率は構造失業率並みに低下） 

 完全失業率の推移をみると、2009 年７月をピークに低下を続け、2013 年後半以降

はおおむね３％台で推移している（第２－１－６図）。労働者と企業の間で情報の非

対称性があることや、企業が求める技術・スキルが労働者のものと一致していないこ

と（ミスマッチ）を背景に、景気循環の影響を受けない構造的な失業が存在すると考

えられる。構造失業率を一定の仮定の下に試算してみると、最近の完全失業率は構造

失業率の水準近傍まで低下しているとみられる19。構造失業率の推移をみると、1990

年代後半に緩やかに上昇した後、横ばい圏内で推移している。 

  

第２－１－６図 失業率の動向 

 

 

 

                                                  
19 構造失業率の算出には、失業率と欠員率の関係（ＵＶ分析）を用いているが、①欠員と失業

が等しくなることが失業率の収束（失業からの流入と流出が等しくなり、失業率が一定とな

る）の条件ではないことや、②失業に粘着性があり循環的な要因が直ちに失業率には反映され

ないことなどを踏まえると、推計された構造失業率の水準は、幅を持ってみる必要がある。 
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    ２．推計は付注２－１を参照。季節調整値。 
    

完全失業率は構造失業率並みに低下



 

（ミスマッチ指標の小幅改善は構造的失業率の上昇の抑制要因） 

 次に、構造失業率に影響を与えるミスマッチの動向を確認しよう。ミスマッチ指標

は、求人と求職が全体の求人と求職に占めるシェアを属性別に比較することで、相対

的な求人・求職の過剰感を測るものである。例えば、求人のシェアが求職のシェアに

比べて大きい場合には、相対的に求人が過剰と評価される。年齢、職種、雇用形態と

いった、各部門におけるミスマッチ指標をみてみると20、いずれの部門においても、

2012 年以降は総じて緩やかに低下している（第２－１－７図（１））。ミスマッチは、

本来は、構造的な要因として捉えられるべきものであるが、この指標では、循環的な

要因にも左右される求人・求職のデータを用いていることから、構造的な要因だけを

取り出してみることはできない。そこで、指標改善の要因を仔細に確認することで、

最近の特徴点を考察しよう21。 

まず年齢別ミスマッチをみてみると、65 歳以上の相対的な求人の過剰感が低下し

ており、30～50 歳台の相対的な求職の過剰感が低下している（第２－１－７図（２））。

この背景には、65 歳以上の求職者が増加22し、その他の年齢階層の求職者が減少する

動きがある。次に、職種別ミスマッチをみると、生産工程の相対的な求職の過剰感と、

専門的・技術的における相対的な求人の過剰感が共に低下している（第２－１－７図

（３））。最後に、雇用形態別ミスマッチをみると、特に 2014 年に入ってからフルタ

イム労働者23の相対的な求職の過剰感が低下している（第２－１－７図（４））。これ

は、フルタイム労働者の求職者が減少したためである。 

これらの動きを解釈してみると、リーマンショックによって、生産工程やフルタイ

ム労働者に対する雇用調整圧力が高まり、ミスマッチ指標が悪化したが、その後は緩

やかな回復が進んできたという、中期的な循環的要因の影響も大きいと考えられる。

ただし、最近の年齢別ミスマッチの改善をみてみると、高齢者の増加、若年・中年の

減少という、人口動態の構造的なトレンドも一部影響している。これは、従来からの

労働者の主たる供給源であった若年・中年労働者の相対的な希少性を高める方向に作

用するとみられる。若年・中年労働者の希少性が企業に評価されればこれらの年齢層

                                                  
20 ミスマッチ指標は、相対的な有効求職数と相対的な有効求人数のかいりを集計したものであ
る（具体的な計算方法は図表の備考を参照）。なお、ミスマッチ指標の水準は、部門における内

訳項目数（職種数、年齢階層数など）に影響を受ける。このため、水準の高低によって、例え

ば職種間ミスマッチが年齢間ミスマッチよりも大きいと単純に評価することはできない。 
21 以下の分析に当たって、第２－１－７図（２）、（３）、（４）では、正の値をとる場合には求
人が過剰、負の値をとる場合には求職が過剰であることを示している。 
22 65 歳以上の求職者数の増加の背景には、高齢者の労働参加の拡大に加えて、団塊の世代が 65
歳以上の年齢階層にシフトしたことの影響も大きいとみられる。 
23 常用（除くパートタイム）のこと。常用とは、雇用期間の定めがない又は４か月以上の雇用
期間が定められている労働者であり、常用（除くパートタイム）には、正社員や派遣・嘱託等

が含まれる。 



 

の失業率が低下すると考えられる24が、マクロの失業率に与える影響については、企

業の高齢者の活用スタンスや高齢者の労働参加にも依存するため、今後の動向を更に

みていく必要があろう。こうしたミスマッチ指標の動きを踏まえると、失業率が更に

低下する余地は残されているものの、大幅な低下が実現するかについては不確実性が

高いと考えられる。 

 

第２－１－７図 部門間ミスマッチの動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
24 例えば、企業が採用に当たって求める能力の水準を引き下げることで（能力開発は採用後に

行う）、その年齢層の構造的失業率を低下させると考えられる。 
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ミスマッチ指標の小幅改善は構造失業率の上昇の抑制要因 

（１）各種ミスマッチ指標の推移 （２）年齢別ミスマッチの内訳 

（３）職種別ミスマッチの内訳 （４）雇用形態別ミスマッチの内訳 

（備考）１．厚生労働省「職業安定業務統計」により作成。
    ２．ミスマッチ指標は以下のとおり。 
      1／2×Σ｜ui-vi｜×100.  ui＝Ｕi／Ｕ  ｖi＝Ｖi／Ｖ 
      Ｕは有効求職数、Ｖは有効求人数を示す。i は職種、年齢、雇用形態を示す。 
      それぞれの分類における区分数によってミスマッチ指標の大きさが異なることから、各ミスマ 

ッチの水準を相互に比較することはできない。 
    ３．ミスマッチの内訳については、1／2×（有効求人シェア－有効求職シェア）より算出。    



 

（失業者以外をみても、労働需給はタイト化が進む） 

 次に、失業者以外に、労働力の未活用がどの程度あるかを検討してみよう。前述の

とおり、最近の我が国の完全失業率は、構造失業率に近い水準にまで低下してきてい

る。もっとも、雇用形態の多様化等を背景として、様々な指標で労働力の未活用を測

る動きもみられている（コラム２－１を参照）。労働力の未活用が大きければ、労働

需給は、完全失業率の水準が示すほどにはひっ迫していない可能性がある。 

 まず、労働市場における労働力の未活用の位置付けを確認しておこう（第２－１－

８図（１））。不本意型非正規は、正規や自ら望んで非正規となっている労働者に比べ

ると、労働者自身が希望している就業条件対比でみて、活用が十分でないと考えられ

る。また、職探しを諦めて労働市場から退出してしまった求職意欲喪失者は、潜在的

な失業者として捉えられる。 

 それぞれの動きをみてみると、求職意欲喪失者は男女共に減少を続けており、非労

働力人口に占める割合をみてもリーマンショック前を下回る水準にまで低下してい

る（第２－１－８図（２））。また、不本意型非正規が非正規雇用者に占める割合をみ

ると、15～44 歳の男性において、低下が顕著となっている（第２－１－８図（３））。

労働需給が引き締まる中で、正規雇用の割合を引き上げ、人材を確保しようとする企

業の取組があるためと考えられる。一方、女性や 45 歳以上では、不本意型非正規の

比率は小幅の低下となっている。不本意型非正規の数自体はほぼ横ばいとなっている

一方、その他の理由による非正規雇用者が増加している。柔軟な働き方を求める中で、

非正規での労働供給を増やしていると考えられる25。 

以上をまとめると、完全失業者以外の労働力の未活用も減少していることから、労

働需給は、全体としてタイト化が進んでいるとみられる。なお、労働需給がタイト化

しても、就業者数の伸びる余地が必ずしも小さくなるわけではない。実際に、2012 年

末以降の景気拡張局面においては、労働力率の上昇が就業者数の増加に与えた影響は

大きかった（前掲第２－１－２図（１）、（２））。景気拡大による労働需要の増加にあ

わせて、労働供給も増加していくことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
25 長時間労働といった正規雇用者の働き方の下で、非正規という雇用形態を選ばざるを得ない

場合もある。 



 

第２－１－８図 労働市場の未活用 
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（備考）１．総務省「労働力調査」により作成。
    ２．求職意欲喪失者とは、就業希望の非労働力人口のうち「適当な仕事がありそうにない」ことを非求 
      職理由とする者。2011 年の１－３月期から７－９月期は、東日本大震災の影響により欠損。後方４ 

四半期移動平均。求職意欲喪失者比率は非労働力人口に占める求職意欲喪失者の比率を表している。 
    ３．不本意型非正規比率とは、非正規労働者のうち、非正規労働者となっている理由が「正規の職員・ 
      従業員の仕事がないから」である者の比率。 
    



 

コラム２－１ 広義失業率 

 

 労働市場の需給を捉えるものとして、完全失業率は代表的な指標の一つとして利用

されているが、より多様な指標で労働市場の未活用を計測しようという取組がみられ

ている。例えば、ＩＬＯ（国際労働機関）では、2014 年１月、「仕事又は労働、就業、

労働力の不完全活用の統計に関する決議」を採択した。この中では、未活用労働とい

う概念が取り入れられ、それを計測する指標が提案された。これにより、賃金又は利

潤のための仕事に対する充足されていないニーズをより正確に捕捉できるとされて

いる26。決議採択の背景として、世界的にみてもパートタイム労働者や非正規雇用が

増加するなど、労働市場を取り巻く環境が多様化・複雑化していることが指摘されて

いる27。 

 アメリカにおいては、労働市場の回復状況の評価に当たり、様々な失業率を用いて

議論が行われている。具体的には、完全失業率が低下している中にあって、長期失業

率や非自発パートタイム労働者が高止まりしていることが注目されている。 

 我が国について、アメリカと同様の概念を用いた広義失業率を計算してみると、完

全失業率とほぼパラレルな動きしている（コラム２－１図）。これは、求職意欲喪失

者や不本意型非正規が、完全失業者とほぼ同様に減少していることを示すものとなっ

ている。 

 

コラム２－１図 広義失業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
26 ＩＬＯ（2014）を参照。 
27 総務省（2014）を参照。 

広義失業率は低下 

（備考）１．総務省「労働力調査」により作成。後方４四半期移動平均。
        ２．広義失業率の定義は付注２－２を参照。 
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（長期失業者数は高止まりしており政策的な支援が重要） 

次に、失業期間別の失業率と労働需給の関係を確認しておこう。短期失業率は 2009

年のピークから最近にかけて大きく低下している。一方、長期失業率の改善は緩やか

なものにとどまっている（第２－１－９図（１））。また、短期失業率は、建設業や卸

売、小売、宿泊、飲食ではリーマンショック前の水準を下回っているのに対して、長

期失業率は高止まりしている。それぞれの失業率の動き・水準の差と労働需給の関係

を考察するに際しては、それらが循環的な要因にどの程度影響されているかを考える

必要があろう。基本的には、短期失業率は循環的な要因に、長期失業率は構造的な要

因に影響される面が強いと考えられることから、短期失業率の水準が労働需給を評価

する際にはより重要となってくる28。この点を確認するために、前職の業種別にみた

短期失業者と長期失業者の変動を確認してみよう（第２－１－９図（２））。短期失業

者は、主に、卸売、小売、宿泊、飲食や建設業等において大きく減少しており、個人

消費や建設投資の需要増加という循環的要因の影響を強く受けているものとみられ

る。一方、長期失業者をみると、ほぼ全ての業種でこの 10 年間、水準が高止まりし

ている。このことは、長期失業者は特定の業種における労働需要の変動よりも、業種

横断的な要因が強く働いていることを示唆している。例えば、経済のサービス化など

産業構造が変化している中で、産業間の労働移動が困難なことが、長期失業者の高止

まりをもたらしていることが指摘されている29。 

労働需給の評価という観点では、短期失業率が長い目でみても低い水準にあること

から、循環的な面では需給が相応にタイトになっていると評価できる。一方で、長期

失業者の高止まりからは、政策的な支援の重要性が指摘できる。例えば、職業訓練機

会の充実などの支援、円滑な労働移動に向けた職業紹介機能の強化、労働市場の流動

性を高めるための各種の取組によって、労働力としての活用を促していくことが重要

である。 

 

 

 

 

 

                                                  
28 アメリカでは、最近、長期失業率の動向が注目されている。この背景には、同国では、労働

コストが賃金ではなく雇用で調整される傾向が強いために、失業の長期化やそれに伴う人的資

本の陳腐化や非労働力化が、中長期的な成長力を低下させる懸念が大きいことがある。また、

失業率全体が上昇／低下するときには、長期失業者割合も上昇／低下する傾向が指摘されてき

た（Yellen and Akerlof(2006)）が、最近は長期失業率が高止まり（長期失業者割合が上昇）

しているため、労働市場の評価について活発な議論が行われている。 
29 玄田（2011）。なお、内閣府（2011）でも、国際比較により、労働市場の流動性が低い国ほど

長期失業者割合が高くなることを指摘している。 



 

第２－１－９図 短期失業・長期失業の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マクロでみた非正規雇用者比率の上昇ペースは鈍化の兆し） 

 前述のとおり、不本意型非正規比率は低下しているが、不本意ではない非正規雇用

者も含めた、マクロの非正規雇用者比率にはどのような変化があるだろうか。非正規

雇用者比率全体は、前年比の上昇ペースが鈍化している（第２－１－10 図（１））。年

齢階層別にみると、若年層（15～34 歳）及び中年層（35～64 歳）ではほぼ前年並み

に近づいている一方、高齢層（65 歳以上）では、比較的高めの伸びが続いている。 

年齢階層別の非正規雇用者比率の変化等が、非正規雇用者比率全体に与える影響を

確認すると、雇用者全体に占める割合が大きい若年層・中年層での非正規雇用者比率

の伸びの鈍化が、全体の伸びの鈍化に大きく寄与していることが分かる（第２－１－
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（備考）１．総務省「労働力調査」により作成。
    ２．長期失業率とは、労働力人口に占める長期失業者（失業期間が１年以上）の割合。短期失業率 

とは、労働力人口に占める短期失業者（失業期間が１年未満）の割合。2011 年は東日本大震災 
の影響により欠損。    



 

（備考）１．総務省「労働力調査」により作成。

    ２．若年層は 15～34 歳、中年層は 35～64 歳、高齢層は 65 歳以上を表す。 
    ３．（２）の要因分解は次の式による。 
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         非正規比率前年差 年齢階層内変化要因   年齢構成変化要因 

  役員を除く雇用者、ܰ: 非正規雇用者、݅: 年齢階層 :ܧ      

10 図（２））。一方、高齢層は、雇用者全体に占める割合が大きくないこともあり、全

体に与える影響は大きくない。この間、年齢構成変化要因が、非正規雇用者比率を一

定程度押し上げている。これは、非正規雇用者比率が高い高齢層で雇用者数が増えて

いるためであり、高齢化という人口動態の変化と、高齢者の労働参加の拡大の影響を

受けている。こうした構造的な要因が、非正規雇用者比率を押し上げていることには

留意が必要であるが、総じてみれば、若年層・中年層での非正規雇用者比率の上昇鈍

化により、全体の非正規雇用者比率の伸びが鈍化する兆しがみられている。 

 

第２－１－10 図 非正規雇用者比率の動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクロでみた非正規雇用者比率の上昇ペースは鈍化の兆し 

（１）年齢階層ごとにみた非正規雇用者比率の前年差 
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（労働需給のタイト化とともに、新たな正規化の兆し） 

 これまで検討してきた内容をまとめてみよう。完全失業率の今後の低下余地につい

ては、ミスマッチ指標の改善が小幅にとどまっていることなどを踏まえれば、失業率

が更に低下する余地は残されているものの、大幅な低下が実現するかどうかは不確実

性が高い。他方、求職意欲喪失者や不本意型非正規が明確に減少していることなどは、

労働需給は全体としてタイト化していることを示している。こうした労働需給のタイ

ト化は、企業による労働力の安定的確保のための行動を背景に、正規化が進むといっ

た動きにもつながっている。このことは、正規雇用者と非正規雇用者の賃金格差を前

提とすれば、平均的な賃金の上昇を通じて、マクロの所得形成を支える要因になると

考えられる。 

 一方で、正規化の動きの中には、これまでにない動きが含まれていることに注意す

る必要がある。我が国では、正規雇用者は無期契約・無限定労働30・高賃金、非正規

雇用者は有期契約・限定労働・低賃金という、雇用形態の二分化が大きな特徴となっ

てきたが、一部の企業では、勤務地や職務内容等を限定した「限定正社員」の考えを

取り入れ、多様な働き方を認める動きがみられている31。こうした動きについては、

これまでの我が国の雇用・賃金体系が生産性に与えてきた影響等も踏まえた上で、長

期的な経済成長への影響を評価していく必要があろう。次節においては、この点も含

めて、賃金や生産性についての議論を行っていく。 

                                                  
30 勤務地や職務内容等が限定されないこと。 
31 具体的な事例については、荻野（2014）を参照。 


